


福岡県では、同和問題の解決を目指して、昭和５６年度から毎年７月を「同和問題啓発

強調月間」と定め、差別をなくす取組を展開しています。

部落差別は許されないものであるとした「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成

２８年１２月に施行されました。この法律を受けて、福岡県では「福岡県部落差別の解消

の推進に関する条例」（平成31年）が施行され、中間市でも、「中間市部落差別をはじめ

あらゆる差別の解消の推進に関する条例」（平成31年）を施行しました。これは、部落差

別をはじめ、女性・高齢者・障がいのある人に対する差別、その他あらゆる差別や人権侵

害をなくし、差別のない「人にやさしい、愛のまちなかま」を実現することを目的として

います。

現在もなお、部落差別をはじめ様々な差別は存在しています。インターネット上（SNS

など）での悪質な差別や、個人を誹謗中傷する事案は後を絶ちません。

中間市では、市民のみなさまに、部落差別をはじめあらゆる差別について正しく捉え

てもらえるように、様々な取り組みを行っています。その一環として街頭

啓発をはじめ、第11回中間市人権フェスティバル（詳細は裏面）を開催

します。今こそ、自分やまわりの人の人権を守り、差別のない誰もが安心

して暮らせる「人にやさしい、愛のまちなかま」を目指していきましょう。

事前登録型本人通知制度
をご存知ですか

住民票・戸籍謄抄本は、本人以外（代理人や、

正当な理由がある第三者）に交付することが

法律で認められています。この法律を悪用し、

不正取得する事件が起こっています。事前登

録型本人通知制度は、本人以外に証明書を交

付した場合に、交付したことをお知らせする

ものです。

※登録は無料でできます。

詳しくは市民課（246-6239）にお問い合わせ

てください。

人権擁護委員制度
をご存知ですか

人権擁護委員は、みなさんからのご相談を

受け、問題解決のお手伝いや法務局と協力し

て人権侵害による被害から救済する活動を

しています。

●毎月１回 第2水曜日 13:30～15:30

●会 場 中間市人権センター
（岩瀬一丁目 17-1 TEL 245-3511）

プライバシーは保護されますので、安心してご相談に

おいでください。

特設人権相談（なやみごと相談）会

を開催しています

主催：中間市・中間市教育委員会


